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本書における内容は、トルコ共和国宗務庁出版の
「ZEKAT Sıkça Sorulanlar（ザカート / よくある質問）」の記述を参考にしています。

あなたがたの友とは、
ただアッラーと、その使徒と、

礼拝のつとめを守り、喜捨をし、こうべを垂れる、
信じる者たちのみ。

アル＝マーイダ　食卓　5 章 55 節
『クルアーン　日本語読解』より

トルコ共和国宗務庁



ザカート（喜捨）

1. ザカートとは　

　ザカートとは「一定以上の財産を所有しているムスリムが、アッ
ラー（ジャッラ・ジャラールフ）1 の御満悦のために、一定の条件を
満たしている者に財産の一部を支払うこと」をさしています。
　ザカートは、イスラーム 2 の 5 行 3 のうちのひとつです。それは金

1	 アッラー（ジャッラ・ジャラールフ）とは、「唯一無二にして全知  الله جل جلاله　		
全能の創造主」の名である。アッラー（ジャッラ・ジャラールフ）以外にイラーフ	
すなわち「真に崇拝される存在」はない。アッラー（ジャッラ・ジャラールフ）	إلهٰ
以外のすべては、このお方によって無から創造された。アッラー（ジャッラ・ジャ
ラールフ）は何ものをも必要とせず、完全に自存する存在である。すべてのものは
ことごとくアッラー（ジャッラ・ジャラールフ）に属する。このお方は産みもせ
ず、産まれもしない。このお方に匹敵する、または似ている何ものも存在しない。
このお方は常にすべてを見ており、聞いている。このお方は、色や形、大きさや重
さ、感情、時間や空間の概念など、被造物的な属性のすべてを超越している。アッ
ラー（ジャッラ・ジャラールフ）以外の何ものも、このお方の本質を理解すること
はできない。

	 	　「ジャッラ・ジャラールフ」とは、直訳すると「このお方の偉大さは偉大であ
る」の意であり、比ゆ的には「このお方は偉大である」の意である。アッラー（ジ
ャッラ・ジャラールフ）の名を唱えたり、耳にしたりしたときに唱える。以下、一
部を除いて文中での表記は省略する。

2	 	الإسلام　	 イスラームとは、アッラー（ジャッラ・ジャラールフ）が遣わしたすべて
の預言者によって伝えられてきた真理の教え。私たちの預言者（サッラッラーフ・
タアーラー・アライヒ・ワ・サッラム）によって伝えられた教えが、イスラームの
完成形である。

3	 الإسلام　	 アルカーヌ・ル＝イスラームとは、イスラームを形成する5つのイバ أركان 
ーダ（崇拝行為）のこと。すなわち、シャハーダ（信仰告白）、サラート（礼拝）、
ザカート（喜捨）、サウム（断食、斎戒）、ハッジ（大巡礼）である。



銭的なイバーダ4であり、ヒジュラ暦52年にマディーナ6においてファ
ルド 7 とされました。聖クルアーン 8 には、「礼拝のつとめを守り、喜
捨をし……」9 や、「彼らの財から慈善を受け取ることにより、彼らを
清浄にし、高め、彼らのために祈りなさい。本当にあなたの祈りは、
彼らの憩い。アッラーはすべてを聞き、すべてを知る」10 などのアー
ヤ 11 があります。

4	 イバーダとは、ある存在に対する服従の意思を示し、その存在のためになさ عبادة　	
れる行い、崇拝行為のこと。アッラー以外に崇拝に値する存在はない。よって、アッ
ラーに対する崇拝は「真の崇拝」であり、他の何ものかに対する崇拝は「虚偽の崇
拝」である。

5	 		 الهجري アッ・タクウィーム・ル＝ヒジュリー（ヒジュラ暦）。西暦622 التقويم 
年、私たちの預言者（サッラッラーフ・タアーラー・アライヒ・ワ・サッラム）と
サハーバ（教友たち）（ラディヤッラーフ・タアーラー・アンフム《崇高なるアッ
ラーが彼らに御満悦なさいますように》。以下、文中での表記は省略する）がマッ
カからマディーナへと行った聖遷（移住）を「الهجرة アル・ヒジュラ」と呼ぶ。ヒ
ジュラ暦とは「ヒジュラを元年とする暦法」であり、イスラームにおける様々な行
事や規範の基準として用いられている。

6	 マディーナとは、マッカに次ぐイスラームにおける第2の聖地のこと。私た		المدينة		
ちの預言者はその地で亡くなり、埋葬された。

7	 ファルドとは、疑いの余地のない典拠によって裏づけられており、ムスリム	فرض　	
が必ず信じ、実践しなくてはならない規範のこと。

8	 アル＝クルアーン・アル＝カリーム。私たちの預言者に23年間かけ  القرآن الكريم　	
て少しずつ啓示された、イスラームの聖典のこと。聖クルアーンで述べられている
のは、すべてアッラーの御言葉である。聖クルアーンは、私たちの預言者に与えら
れた最大の奇跡である。アッラーの御満悦のために聖クルアーンを学ぶこと、教え
ること、朗読すること、暗記することなどはイバーダである。

9	 	　アル＝バカラ　雌牛　2章43節、110節；アル＝ハッジ　巡礼　22章78節；アン
＝ヌール　光　24章56節；アル＝ムジャーディラ	異議を唱える女　58章13節；ア
ル＝ムッザンミル　包まる者　73章20節などを参照。

10　アッ＝タウバ　悔い改め　9章103節を参照。

アーヤとは、聖クルアーンにおける節のこと。また、聖クルアーンにおける章 آية　		11
は「سورة  スーラ」と呼ぶ。



2. ザカートがファルドとなる条件

　自由の身で、理性を有し、成人している（第二次性徴をすでに迎
えている）ムスリム 12 が、自分自身と、扶養する家族の生活のため
に必要な財産、および支払うべき債務を差し引いたあとでニサー
ブ 13 に達する財産を、イスラーム暦の 1 年のあいだ所有していたと
き、ザカートの支払いがファルドになります。ザカートに該当する
のは、物理的に増えたり、価値が上がったりする可能性を持つ財産
のみです。
　多くのイスラーム学者の見解によると、第二次性徴を迎えていな
い児童や、何らかの障害があり、判断能力がいちじるしく低下して
いる者が裕福である場合は、彼らの財産もザカートの対象となりま
す。その場合、彼らの財産から、保護者にあたる者がザカートを支
払わなくてはなりません。ザカートは金銭的なイバーダであるため、
その支払いは代理人が行うこともできます。この点に関してはシャー
フィイー学派 14 も同様の見解を示しており、第二次性徴を迎えてい
ない児童や、何らかの障害があり、判断能力がいちじるしく低下し
ている者の代理人は、その保護者がつとめることになります。

。ムスリムとは、イスラームを受け入れた者のこと。いわゆるイスラーム教徒  مسلم　		12

。ニサーブについては本書「3.　ニサーブとは」を参照  نصاب　	13

アル＝マザーヒブ・アル＝アルバアとは、スンナ派イスラームに  المذاهب الأربعة　		14
おける四大法学派のこと。すなわち、イマーム・アブー・ハニーファ（ラハマトゥ
ッラーヒ・タアーラー・アライヒ《崇高なるアッラーの御慈悲が彼の上にあります
ように》。以下、文中での表記は省略する）を学祖とするハナフィー学派、イマー
ム・マーリク・イブン・アナスを学祖とするマーリク学派、イマーム・シャーフィ
イーを学祖とするシャーフィイー学派、イマーム・アフマド・イブン・ハンバルを
学祖とするハンバル学派である。



3. ニサーブとは

　ニサーブとは「ザカートがファルドとなり、サダカトゥ・ル＝フィ
トル15とウドゥヒヤ16がワージブ17となる財産の最低額」のことです。
ニサーブは金にして 80.18 グラム相当、羊や山羊なら 40頭、牛な
ら 30頭、ラクダなら 5頭相当とされています。また、現金や商品
は金に換算して計算するため、これらのニサーブも「金 80.18 グラ
ム分と等価の量」がニサーブとなります。これらはいずれもザカー
トに関するハディース 18 を典拠としています。
　自分自身と、扶養する家族の生活のために必要な財産、および支
払うべき債務を差し引いたあとでニサーブに達する財産を所有する
者は、イスラームにおいて裕福とみなされます。この状態にある者
にはザカートがファルドとなり、サダカトゥ・ル＝フィトルとウドゥ
ヒヤがワージブとなります。また、この状態にある者が、ザカート
やサダカトゥ・ル＝フィトルを受け取ることはできません。

4. ハワーイジュ・アスリィヤとは

　財産から自分自身と、扶養する家族の生活のために必要なものを
差し引いた場合にニサーブに達する状態にあることが、ザカートが
ファルドとなる条件のひとつであると述べました。この「自分自身と、
扶養する家族の生活のために必要なもの」を「ハワーイジュ・アスリィ

サダカトゥ・ル＝フィトルについては本書「1.サダカトゥ・ル＝フィ  صدقة الفطر　		15
トルとは」を参照。

ウドゥヒヤとは、ニィヤを立てた上で、条件を満たしている家畜を一定の أضحية　		16
期間内に屠畜する金銭的なイバーダのこと。

ワージブとは、ムスリムが必ず実践しなければならない規範のうち、その واجب　		17
典拠の解釈に議論の余地があるもの。

ハディースとは、私たちの預言者の言葉、行為、是認に関する伝承。イス   الحديث			18
ラーム法学において、ハディースは聖クルアーンに次ぐ第二の法源である。



ヤ 19」と呼びます。生活費、家、家具、衣服、質材、仕事に使う道具
や機器、車、知識を学ぶための書籍などがこれに当たります。

5. 仕事に使う道具や原材料などはザカートの対象となるか

　仕事に必要な道具、原材料、機器などはハワーイジュ・アスリィ
ヤに含まれるため、ザカートの対象とはなりません。ただし、仕事
に使うためではなく、商品として売るための道具、原材料、機器な
どを在庫として所有している場合はザカートの対象となります。

6. ファルドとなる前にザカートを支払うことはできるか

　ザカートの計算にはヒジュラ暦が用いられます。ザカートがファ
ルドとなるには、ニサーブに達する財産を所有した状態で、ヒジュ
ラ暦で数えて 1年が経過していることが条件です。ただし、ファル
ドとなる前にザカートを支払うことも有効となります。

7. ザカートの様々な支払い方

　ザカートは現物で支払うことも、通貨や金銀などで支払うことも
できます。また、ザカートの支払いがファルドである者が、返済の
見込みのある者に金銭を貸している場合は、ザカートの支払いのニィ
ヤ 20 を持ち、金銭を返してもらう代わりに、貧困者に渡させたなら、
ザカートを支払ったものとみなされます。その場合、貧困者が金銭
を受け取った瞬間にザカートが支払われたことになります。

。ハワーイジュ・アスリィヤについては上記のとおり  حوائج أصلية　	19

ニィヤとは意思表明のこと。あるイバーダを行うにあたり、その内容を心の中  نية　		20
で明確にすることを指す。「これはわたしの財産のファルドのザカートです」や「
これはわたしの財産のワージブのサダカトゥ・ル＝フィトルです」など。



8. ザカートを何回かに分けて支払うことはできるか

　ザカートにおいて大切なのは、最終的に全額を支払うことです。
よって、ザカートは一括で支払うことも、何回かに分けて支払うこ
ともできます。

9. ザカートの支払いに決まった期間はあるか

　ザカートの支払いに決まった期間はありません。よって、いつで
もザカートを支払うことができます。ザカートの支払いがファルド
となる人は、できる限り早めに支払うべきでしょう。

10. 商品を現物でザカートとして支払うことはできるか

　商品でのザカートは、商品の価値を計算した上で、通貨で支払う
ことも、現物で支払うこともできます。

11. 商品のザカートの計算方法

　ここでいう「商品」とは、「販売して利益を得ることを目的とした
所有財産」を指します。金 80.18 グラム分の価値を持つ商品を所有
した状態で 1年が経過した場合、その 40分の 1（2.5％）をザカー
トとして支払うことがファルドになります。ザカートは、あくまで
も支払う時点で所有している財産の一部を支払う金銭的なイバーダ
（崇拝行為）であり、財産を売却した場合の利益を計算に含める必要
はありません。商品のザカートの計算は、ザカートを支払う時点に
おけるその商品の市場価格を参照して行います。商品の販売利益は
ザカートの計算には含まれません。



12. 受取金のザカート

　ザカートの支払いがファルドである者が、返済の見込みのある者
に金銭を貸している場合、貸している金銭の分のザカートも毎年	支
払わなくてはなりません。返済の見込みがない場合は、その分のザ
カートを支払う必要はありません。返済される見込みがなかったに
も関わらず、貸していた金銭が返済された場合、返済された時点で
ザカートの対象となります。

13. 借金を帳消しにすることでザカートを支払ったことになるか

　ザカートの支払いがファルドである者が、貧困者に金銭を貸して
いる場合、ザカートの支払いのニィヤをもってその借金を帳消しに
すれば、ザカートを支払ったものとみなされます。

14. 農作物のザカート

　すべての農作物は、ニサーブに達した時点でザカートの対象とな
ります 21。農作物のニサーブは約 650キログラムです。また、所有
地にサトウキビなどが自生している場合は、ニサーブに達した時点
でそれらもザカートの対象になります。
　預言者ムハンマド 22 は、「雨や川の水で育った農作物（のザカート）

21	　農作物のザカートは	عشر	ウシュルと呼ばれる。　

サッラッラー	サィイドゥナー・ムハンマド  سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم　		22
フ・タアーラー・アライヒ・ワ・サッラム。「サィイドゥナー」とは、「私たちの
長」を意味する敬称であり、ムハンマドとは、アッラーから遣わされた最後にして
もっとも偉大な預言者の名である。本書では「私たちの預言者」と表記している。
「サッラッラーフ・タアーラー・アライヒ・ワ・サッラム」とは「崇高なるアッラ
ーが彼に祝福と平安を与えてくださいますように」を意味する祈りの言葉である



は（全体の）10分の 1であり、桶の水（人が与えた水）で育った
農作物（のザカート）は（全体の）20分の 1である」23 と述べてお
られます。このハディースからわかるように、農作物のザカートに
ついては、人の手による水やりで育ったかどうかを確認します。水
やりを人の手で行わず、雨や川、または川から水を引き込んだ水路
など、田畑に水が自然と運ばれる形で育った農作物のザカートは全
体の 10分の 1です。人が桶やバケツで水を汲んで運ぶなどの手間
をかけて育てた農作物のザカートは全体の 20 分の 1になります。
また、水を買ったり、給水ポンプを使ったりなどの出費をして育て
た農作物のザカートも全体の 20分の 1です。
　イマーム・マーリクとイマーム・シャーフィイーの見解によると、
1年以上保存ができ、食べることができる農作物のみがザカートの
対象となります。ただし、シャーフィイー学派は、果物のうちザカー
トの対象となるのは干しブドウとナツメヤシのみであるとの見解を
示しています。

15.農作物のザカートにおいて、育てる際の出費は考慮されるか

　現代の農業においては、肥料、トラクターや給水ポンプなどの燃料、
農薬などの出費も、必要経費として重要な割合を占めていています。
そのため、農作物のザカートを計算する際には、はじめに収穫量の
全体からこうした出費と同等の額を差し引きます。そののち、残っ
た分がニサーブに達しているとき、ザカートを算出します。前述の
通り、田畑に水が自然と運ばれる形で育った農作物のザカートは全
体の 10分の 1であり、人が桶やバケツで水を汲んで運ぶなどの手
間をかけて育てた農作物や、給水ポンプを使うなどの出費をして育

が、一部を除いて文中での表記は省略している。

23	　ブハーリー，ザカート，55



てた農作物のザカートは全体の 20分の 1になります。

16. 他人の土地を借りて育て収穫した農作物のザカート

　農作物のザカートは、土地の所有者ではなく、農作物の所有者が
支払わなければなりません。よって、土地の所有者が無償で農家に
土地を使用させていた場合、収穫したすべての農作物のザカートを
支払うのは農家ということになります。土地の所有者が土地を貸し
ていた場合、借主がザカートを支払います。ムザーラア（分益小作）24

によって収穫された農作物のザカートは、地主と小作人がそれぞれ
取得した歩合の分から支払わなくてはなりません。

17. 家畜のザカートを現金で支払うことはできるか

　ザカートは、そのザカートの種類と同じもので支払うことも、別
の種類のもので支払うこともできます。そのため家畜のザカートを
支払う際も、現物の家畜で支払うことも、同価の金銭で支払うこと
もできます。もっとも望ましいのは、貧困者にとってより有益な支
払い方法を選ぶことです。

18. 装飾品はザカートの対象となるか

　金と銀以外の装飾品はザカートの対象とはなりません。金と銀の
装飾品は、ザカートの条件をすべて満たしている場合、ザカートの
対象となります。よって、所有してから 1年が経過した 80.18 グラ
ム以上の重さの金の装飾品は、ザカートの対象となります。

ムザーラアとは、地主が小作人に対して土地を支給し、小作人は労働を提 مزارعة　		24
供することで農業生産を行い、その収穫物を地主と小作人の間で分割する契約のこ
と。いわゆる分益小作。



　イマーム・シャーフィイー、イマーム・マーリク、イマーム・ア
ハマド・イブン・ハンバルの見解によると、女性用の装飾品のうち
ハラール25なものは、ザカートの対象にはなりません。ただし、シャー
フィイー学派の見解によると、女性用の装飾品でも浪費とみなされ
る重量に達した場合はザカートの対象となります。例えば、200ミ
スカール（801.8 グラム）の金の装飾品は、女性用であってもザカー
トの対象となります。

19. 不動産のザカート

　不動産業者が自分の事業所や住居としてではなく、売却用に所有
しているすべての不動産（マンション、アパートなど）は、所有か
ら 1年が経過するとザカートの対象になります。不動産のザカート
は、不動産業者の抱えている債務を差し引いて計算します。債務を
差し引いた額がニサーブを下回る場合、ザカートはファルドとはな
りません。

20. 組合（パートナーシップ）におけるザカート

　組合（パートナーシップ）を形成する各組合員（パートナー）は、
組合の流動資産のうち、自分の配分に相当する資産がニサーブに達
しており、所有から 1年が経過している場合、その分のザカートを
支払わなくてはなりません。組合が事務所として使用している建物
や備品などの固定資産は、ザカートの対象とはなりません。例えば

ハラールとは、イスラームにおいて許されているもの。逆に、イスラームに حلال　		25
おいて禁じられているものは「حرام	ハラーム」と呼ぶ。



生産組合の場合、生産用の機械や器具はザカートの対象とはなりま
せん。組合の所有する半製品、完成品、原材料、現金、商品券など、
すべての流動資産と純利益の合計を計算した上で、その 40分の 1
（2.5％）のうち、自分の配分に相当する資産をザカートとして支払
う必要があります。

21. 株式におけるザカート

　株主は、持ち株の価値がニサーブに達してから 1年が経過したと
き、その 40分の 1（2.5％）に相当する金額をザカートとして支払
わなくてはなりません。
　前述の通り、組合（パートナーシップ）を形成する各組合員（パー
トナー）は、組合の利益および利益となり得るものすべてのうち、
自分の配分に相当する資産がニサーブに達しており、所有から 1年
が経過している場合、その分のザカートを支払わなくてはなりませ
ん。組合が事務所として使用している建物や備品などの固定資産は、
ザカートの対象とはなりません。

22. ザカートとサダカトゥ・ル＝フィトルを
　   受け取る権利を持つ者たち

　ザカートとサダカトゥ・ル＝フィトルを受け取る権利を持つ者た
ちが誰であるかについては、聖クルアーンにおいて述べられていま
す 26。すなわち貧困者、困窮者、解放にあたって対価を支払う必要の
ある捕虜や奴隷、負債を抱えている者、アッラーの道においてジハー
ド 27 を行っている者、本来はニサーブ以上の財産を所有しているが、

26	　アッ＝タウバ　悔い改め　9章60節を参照。

ジハードとは、アッラーの御満悦を得るために行われる努力のこと。ジハー جهاد　		27
ドには、自我を制御し、イスラームにおける命令や禁止を守り抜く努力や、イスラ



旅の途中で財産を紛失したり、盗まれたりなどして、もとの場所に
帰ることができなくなった者、ザカートを集める役割を担っている
者、ムアッラファトゥ・ル＝クルーブ 28 にあたる者が、ザカートを
受け取ることができます。

23. ザカートを受け取る権利を持たない者たち

　アッ＝タウバ章第 60節において述べられている条件を満たさな
い者が、ザカートやサダカトゥ・ル＝フィトルを受け取ることは許
されていません。また、これらの条件を満たす者であっても、非ム
スリムである場合や、ザカートを支払う者と以下の関係にある場合
は、ザカートを受け取ることはできません。
（1）父、母、祖父、祖母
（2）息子、娘、孫
（3）配偶者
　ハナフィー学派の見解によると、兄弟姉妹、おじ、おば、いとこ
などの親戚は、条件を満たしている場合はザカートを受け取ること
ができます。イマーム・シャーフィイー、イマーム・マーリク、イマー
ム・アハマド・イブン・ハンバルの見解によると、ザカートを支払
う者に扶養義務のある親戚にザカートを支払うことはできません。

ームを守るために戦う努力など、様々なものが含まれる。ここでは「イスラームの
ために戦う努力」の意味で用いられている。

القلوب　		28 ムアッラファトゥ・ル＝クルーブとは、入信して間もないムスリム مؤلفة 
がイスラームから離れるのを防ぐためや、イスラームに心を寄せつつある非ムスリ
ムをイスラームにさらに近づかせるため、さらにはイスラームに敵対する可能性の
ある非ムスリムの敵意をやわらげるためなどの目的でザカートを受け取る権利を与
えられた者たちを指す。ムアッラファトゥ・ル＝クルーブがザカートを受け取る権
利を持っていたのは、イスラームがまだ力を持っていなかった初期の時代に限られ
ており、現代においてこの概念は有効ではないとされている。



24. ザカートやサダカトゥ・ル＝フィトルの支払いにおいて、
　   慈善団体を代理者にすることはできるか

　ザカートやサダカトゥ・ル＝フィトルを支払うにあたり、ムスリ
ムたちからザカートやサダカトゥ・ル＝フィトルを集め、アッ＝タ
ウバ章第 60節において述べられている条件を満たす者たちにのみ
支払っていることが知られており、すべての面において信頼できる
ムスリムたちが運営するワクフ 29、団体、機関を支払いの代理者とす
ることができます。

25. 収入のある者にザカートを支払うことはできるか

　イスラームにおいては、ザカートやサダカトゥ・ル＝フィトルを
受け取る立場にある者がどのような仕事や役職に就いているかは問
題ではありません。収入があっても、財産がニサーブに達していな
い場合は貧困者と見なされるため、ザカートを受け取ることができ
ます。

26. 純度の違う金を所有している場合、
　  ザカートをどのように計算するか

　金のザカートにおいて、純度は参照されません。すべての金は純
度に関係なく、ザカートの対象となります。純度に関わらず、所有
している金をすべて合わせて重さを測り、合計が 80.18 グラム以上
である場合、他のすべての条件もそろっていればザカートを支払う

ワクフとは、本来「一定の条件を満たす財産を、特定、または不特定多数の  وقف　		29
人々が利用できる形で寄付すること」の意。ここでは、「（前述の意味での）ワク
フをムスリムたちから集め、管理する団体」という意味で用いられている。



ことがファルドとなります。

27. ハラールではない方法で手にした財産は
　  ザカートの対象となるか

　ハラールではない方法で取得した財産の本来の所有者がわかって
いる場合は、すべて返さなければなりません。本来の所有者がわか
らない場合は、すべて貧困者にサダカとして支払わなければなりま
せん。この場合、集めたサダカを貧困者にのみ支払っていることが
知られており、すべての面において信頼できるムスリムたちが運営
する機関に託し、支払いの代理者とすることもできます。このように、
ハラールではない方法で取得した財産はすべて返却または寄付しな
ければならないため、ザカートの対象とはなりません。

28. ハワーイジュ・アスリィヤを買うための貯金は
　  ザカートの対象となるか

　前述したとおり、「ハワーイジュ・アスリィヤ」とは、家、家具、
衣服、車、食品など「自分自身と、扶養する家族の生活のために必
要なもの」を指します。ハワーイジュ・アスリィヤを買うための貯
金をしている場合、すでに購入に関する契約を口頭か筆記で交わし
ているなら、代金は支払われたも同然とみなされるため、その貯金
はザカートの対象とはなりません。購入に関する契約を口頭か筆記
で交わしておらず、所有してから 1年の経過という条件が満たされ
ていれば、その貯金はザカートの対象となります。



29. 第二次性徴を迎えていない裕福な児童の財産から
　  ザカートを支払う必要はあるか

　イスラームにおいては、第二次性徴を迎えていない児童や、何ら
かの障害があり、判断能力がいちじるしく低下している者が何らか
の責任を負うことはありません。そのため、彼ら自身には自分の財
産からザカートを支払う責任もありません。しかし、裕福な者たち
の財産の中には貧しい者たちの権利があり 30、ザカートには裕福な者
たちが貧しい者たちに返済すべき借財のような側面があることも事
実です。よって、第二次性徴を迎えていない児童や、何らかの障害
があり、判断能力がいちじるしく低下している者が裕福である場合
は、彼らの財産から、保護者にあたる者がザカートを支払わなくて
はなりません。

30. 父親と同居している場合、ザカートを支払う必要はあるか

　父親と同居している場合も、父親の財産とは別に自身の所有する
財産があり、ザカートがファルドとなる条件がそろっているなら、
ザカートを支払うことがファルドとなります。
　自身と父親の財産が分かれておらず、互いの収入を共有している
場合は、出費に関する主導権を握る方がザカートを支払わなければ
なりません。

31. 税金を支払うことでザカートを支払ったことになるか

　税金は国や地方自治体が徴収する金銭であり、ザカートはイスラー

30	　アッ＝ザーリヤート　まき散らすもの　51章19節を参照。



ムが定めているファルドのひとつです。また、税金とザカートでは、
管理の方法、目的、額、支払先などの面においても異なります。よっ
て、国に支払われる税金をザカートとみなすことはできません。

32. ザカートを小為替によって支払うことはできるか

　ザカートは、直接	手渡しで支払うことができるのと同じように、
代理人を立てたり、小為替を送ったりすることによっても支払うこ
とができます。大切なのは、受け取る権利を持つ者の手にザカート
が渡ることです。

33. 義理の両親 31 や子どもは
　  ザカートを受け取ることができるか

　夫を亡くした義理の母親が貧しい場合、義理の子どもからザカー
トを受け取ることができます。また、第二次性徴を迎えて家を出た
義理の子どもや、義理の父親も、前者は義理の両親から、後者は義
理の子どもからザカートを受け取ることができます。こうした場合
においては、ザカートを支払う者と受け取る者の間に上下の血縁が
なく（ザカートを受け取る者が支払う者の父親、母親、祖父、祖母、
息子、娘、孫などに相当しておらず）、ザカートを支払う者が受け取
る者を扶養する責任を負っていないためです。

34. 息子の妻や、娘婿はザカートを受け取ることができるか

　娘婿が貧しい場合は、岳父からザカートを受け取ることができま

31		　この項目における「義理の父親」とは、「母親の再婚相手」を指す。また「義理
の母親」は「父親の再婚相手」または「父親に複数人の妻がいる場合における、母
親以外の妻」を指す。



す。息子の妻にザカートを支払うことは、有効ではあっても望まし
くはありません。夫には妻子を養う責任があるため、息子の妻にザ
カートを支払うことは、間接的に自分の息子に支払ったかのような
状態となってしまうためです。

35. ザカートを支払った後、
　   受け取った者が裕福であることが判明した場合

　ザカートを支払う前に、相手の状態をよく調べなければなりませ
ん。調べた結果、相手がザカートを受け取る権利を持っていると判
断した場合にザカートを支払うことができます。　　　　　
仮に、よく調べてからザカートを支払い、その後で相手が実際には
ザカートを受け取る権利を持っていなかったことが判明しても、支
払ったザカートは有効です。よく調べずにザカートを支払い、その
後で相手がザカートを受け取る権利を持っていたことが判明した場
合でも、ザカートは有効です。よく調べずにザカートを支払い、そ
の後で相手がザカートを受け取る権利を持っていなかったことが判
明した場合、ザカートは無効になります。その際はもう一度ザカー
トを支払わなければなりません。
　シャーフィイー学派においても同じ見解が採用されており、よく
調べずにザカートを支払い、その後で相手がザカートを受け取る権
利を持っていなかったことが判明した場合、ザカートは無効となる
ため、もう一度ザカートを支払わなければならないとしています。
これは借財のある者が、金銭を借りた者とは別の人物に金銭を支払っ
たとしても借財を返したことにならないのと類似しています。

36. 夫の両親や妻の両親にザカートを支払うことはできるか

　夫の両親や妻の両親が貧しい場合、彼らにザカートを支払うこと



ができます。なぜならこの場合においては、ザカートを支払う者は
受け取る者を扶養する責任を負っていないためです。



サダカトゥ・ル＝フィトル

1. サダカトゥ・ル＝フィトルとその規範

　「サダカトゥ・ル＝フィトル」とは、「ラマダーン月 32 を終え、ニサー
ブ以上の財産を所有するムスリムにワージブとなる金銭的なイバー
ダ（崇拝行為）」のことです。自分自身と、扶養する家族の生活のた
めに必要なもの、およびかかえている負債を除いた財産がニサーブ
に達している場合は、サダカトゥ・ル＝フィトルがワージブとなり
ます。ザカートのニサーブとは異なり、サダカトゥ・ル＝フィトル
のニサーブは、財産が物理的に増えたり、価値が上がったりする可
能性は考慮しません。また、所有から 1年の経過という条件もあり
ません。
　サダカトゥ・ル＝フィトルは、助け合いという人として大切な美
徳の象徴であるといえます。また、人の身体は大きな恵みのひとつ
であるため、サダカトゥ・ル＝フィトルには身体によるサダカとし
ての側面もあります。そのため、サダカトゥ・ル＝フィトルは「命
のサダカ」や「身体のサダカ」と呼ばれることもあります。サダカトゥ・
ル＝フィトルは、貧困者たちを助け、彼らとイードの喜びをともに
分かち合うという点において大切な役割を担っているのです。

2. サダカトゥ・ル＝フィトルがワージブとなる条件

　サダカトゥ・ル＝フィトルは、自分自身と、扶養する家族の生活
のために必要なもの、およびかかえている負債を除いた財産がニサー

。ラマダーン月はヒジュラ暦における9月。サウムの月である  رمضان		32



ブに達しているすべてのムスリムにとりワージブとなります。サダ
カトゥ・ル＝フィトルのニサーブは、量的にはザカートのニサーブ
と同じです。ただし前述したとおり、サダカトゥ・ル＝フィトルの
ニサーブは財産が物理的に増える、または価値が上がる可能性を持
つかを考慮しない点と、所有してから 1年の経過という条件がない
という点において、ザカートのニサーブとは異なります。
　マーリキー学派、シャーフィイー学派、ハンバリー学派の見解に
よると、サダカトゥ・ル＝フィトルがワージブとなる条件は、ニサー
ブ以上の財産を所有していることではなく、自分自身と、扶養する
家族の生活のために必要なものがそろっており、イードの日の朝食
と夕食をとれるだけの豊かさを有していることです。

3. サダカトゥ・ル＝フィトルを支払う期間

　サダカトゥ・ル＝フィトルは、イードゥ・ル＝フィトル 33 のサラー
トゥ・ル＝ファジュル 34 の時間帯に入った瞬間にワージブとなりま
す。ただし、貧困者たちが十分な食料や金銭を持った状態でイード
の日を迎えられるよう、ラマダーン月が終わる前にサダカトゥ・ル
＝フィトルを支払うのがより望ましいといえます。ラマダーン月が
終わる前にサダカトゥ・ル＝フィトルを支払わなかった場合は、サ
ラートゥ・ル＝イード 35 が始まるまでに支払います。サダカトゥ・

الفطر　		33 イードゥ・ル＝フィトルとは、ラマダーン明けを祝う祭日であり、シ عيد 
ャウワール月（ヒジュラ暦10月）1日にあたる。

الفجر　		34 サラートゥ・ル＝ファジュルとは、夜明け前、地平線のあたりが白み صلاة 
始めたときから、太陽が昇るまでの間に行われる礼拝のこと。

العيد　		35 サラートゥ・ル＝イードとは、サラートゥ・ル・ファジュルの後のマ صلاة 
クルーフの時間が過ぎたのち、マスジドにおいて集団で2ラクア行うワージブのサラ
ート。



ル＝フィトルを支払うのを遅らせるのはマクルーフ 36 であるため、
可能な限り早く支払うべきでしょう。

4. サダカトゥ・ル＝フィトルを小麦、大麦、ナツメヤシ、
　 干しブドウ以外のもので支払うことはできるか

　あるハディースにおいて、サダカトゥ・ル＝フィトルは大麦、ナ
ツメヤシ、干しブドウのいずれか 1サーゥ（約 2917 グラム）、あ
るいは小麦 0.5 サーゥ（約 1458.5 グラム）であると定められてい
ます。私たちの預言者（サッラッラーフ・タアーラー・アライヒ・ワ・
サッラム）は、彼の時代の生活環境に沿って表現されたものと思わ
れます。当時の貧困者たちにとっては、こうした食糧を現物で受け
取るのがもっとも有益なことでした。ですから現代においては、１
日分の消費量に見合った形で食糧を現物で支払うことも、あるいは
その価値と同等の現金で支払うこともできます。より望ましいのは、
貧困者にとってもっとも有益な支払い方法を選ぶことです。

マクルーフとは、ハラームではないが、イスラームにおいて嫌われるもの مكروه　		36
のこと。マクルーフには、次の2種類がある。

	 تحريمي（1）	 マクルーフ・タハリーミー：ハラームに近いマクルーフ。禁じ	مكروه 
られているもののうち、典拠の解釈に議論の余地があるもの。マクルーフ・タハリ
ーミーを犯すことは罪であるため、必ず避けなければならない。

	 تنزيهي（2）	 	مكروه  マクルーフ・タンズィーヒー：ハラールに近いマクルーフ。禁
じられてはいないが、避けることが望ましい。



5. 国外で働く場合、
　サダカトゥ・ル＝フィトルを計算するにあたり
　滞在先と母国どちらの生活環境を参照するか

　生活環境は国によって異なります。よって、サダカトゥ・ル＝フィ
トルを支払う者は、自身がそのとき住んでいる地域の生活環境にお
ける 1日分の消費量を考慮し、それに見合った量を支払わなければ
なりません。

6. サダカトゥ・ル＝フィトルを
　 期間内に支払わなかった場合

　他の様々なイバーダ（崇拝行為）と同じく、サダカトゥ・ル＝フィ
トルも期間を重視しなければなりません。よって、サダカトゥ・ル
＝フィトルを期間内に支払う努力を惜しんではなりません。万が一、
期間内に支払わなかった（あるいはは何らかの理由で支払えなかっ
た）場合は、可能な限り早く支払わなければなりません。

7. サダカトゥ・ル＝フィトルを受け取る権利を持つ者たち

　サダカトゥ・ル＝フィトルを受け取る権利を持つのは、ザカート
を受け取る権利を持つ者たちとまったく同じです。ザカートを受け
取る権利を持たない者に、サダカトゥ・ル＝フィトルを支払うこと
はできません 37。

37		　イスラーム法学には、学者たちの見解が分かれている部分が実に多く存在する。
本書では、あくまでもトルコ共和国宗務庁の採用している見解に基づいた説明がな
されている。正しいところはアッラーがもっともよく御存知である。
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